
ＮＰＯ法人水道千葉  

設 立 総 会 議 事 録 

１．開催日時 平成17年12月19日 午後３時～５時 
２．開催場所 千葉県庁舎 千葉県NPOパートナーシップオフィス ミーティングスペース 
３．出席者数 １８名 
４．審議事項 
 （１）第１号議案 ＮＰＯ法人水道千葉 設立の件 
 （２) 第２号議案 ＮＰＯ法人水道千葉 定款の件 
 （３）第３号議案 設立当初の役員の件 
 （４）第４号議案 設立当初の資産の件 
 （５）第５号議案 設立当初の入会金及び会費の件 
 （６）第６号議案 事業計画及び収支予算の件 
 （７）第７号議案 法第２条及び第１２条の規定に関する確認の件 
 （８）第８号議案 法人設立認証申請の件 
５．議事の経過の概要及び議決の結果 
 （１）司会者井原充昭氏より議長に林敬親氏を指名、満場一致で承認され、議事に入った。 
 （２）社員総数及び出席者数の確認、並びに、議事録署名人の選任について 
    事務局より、社員総数２７名、出席者数１８名が報告され承認された。また、議事録署名人とし 
    て、名雪輝直氏、本堂文規氏を選任したいとの提案があり、全員異議無く承認された。 
 （３）第１号議案 ＮＰＯ法人水道千葉の 設立について 
    事務局より、当法人設立の趣旨について説明があり、審議の結果、全員異議無く承認可決された。 
 （４）第２号議案 ＮＰＯ法人水道千葉 定款について 
    事務局より、当法人の定款について提案があり、審議の結果、ミスプリントの訂正を行い、全員 
    異議無く承認可決された。 
 （５）第３号議案 設立当初の役員について 
    設立当初の役員について提案があり、審議の結果、理事に石毛峯正氏、尾和弘氏、竹形晴彦氏 
    中嶋敬之氏、中野雄紀氏、名雪輝直氏、日影正幸氏、梁田冨郎氏、山口恵市氏、監事に坂本豊氏 
    本堂文規氏が選任された。また、理事のうち理事長に竹形晴彦氏、副理事長に石毛峯正氏、中嶋 
    敬之氏とすることについて承認され、役員報酬は無とすることが全員異議無く承認可決された。 
 （６）第４号議案 設立当初の資産について 
    事務局より、設立の日現在は、資産及び負債が無いと説明があり、異議無く承認可決された。 
 （７）第５号議案 設立当初の入会金及び会費の件 
    設立当初の入会金及び会費について提案があり、審議の結果、全員異議無く承認可決された。 
 （８）第６号議案 事業計画及び収支予算の件 
    事務局より、平成１８年度及び１９年度の事業計画及び収支予算案について提案があり、審議の 
    結果、文字の一部を削除して、全員異議無く承認可決された。 
 （９）第７号議案 法第２条及び第１２条の規定に関する確認について 
    事務局より、法第2条2項2号、第12条1項３号の説明があり、全員異議無く承認可決された。 
 （10）第８号議案 法人設立認証申請について 
    事務局より、以下の点について提案があり、審議の結果、次の通り承認可決された。 
    ①事務所の所在地   千葉市中央区宮崎町47番地１ ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ蘇我2－503号 
    ②設立代表者の選任  竹形晴彦理事長 
    ③申請書類に関する軽微な変更の一任者の選任  申請者を竹形晴彦理事長として一任する。 
   
以上、この議事録が正確であることを証します。 
 
    平成１７年１２月２０日 
                           議    長    林  敬   親   ㊞ 

 
議事録署名人   名 雪 輝 直  ㊞ 

 
  同      本 堂 文 規  ㊞ 


